
企
業

内
弁

護
士

を
採

用
す

る
メ

リ
ッ

ト
は

ど
の

よ
う

な
も

の
が

あ
り

ま
す

か
？

 

法
化

社
会

の
進

展
に

よ
り

、
企

業
法

務
は

ま
す

ま
す

複
雑

化
・

高
度

化
す

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

ま
す

。
特

に
、

会
社

法
や

金
融

商
品

取
引

法
の

施
行

に
よ

り
、

企
業

経
営

に
は

よ
り

い
っ

そ
う

の
健

全
性

、
透

明
性

が
求

め
ら

れ
て

お
り

、
そ

の
核

と
な

る
内

部
統

制
、

そ
の

重
要

な
要

素
で

あ
る

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

体
制

を
支

え
る

も
の

と
し

て
、

企
業

法
務

の
役

割
が

一
層

期
待

さ
れ

て
い

ま
す

。
弁

護
士

は
、

実
務

法
曹

と
し

て
の

専
門

教
育

を
受

け
て

き
て

い
る

た
め

、
基

礎
的

な
法

律
の

知
識

や
経

験
は

一
般

の
企

業
の

従
業

員
よ

り
も

幅
広

く
、

法
務

部
員

又
は

内
部

統
制

の
評

価
補

助
者

と
な

る
人

材
と

し
て

適
切

で
あ

る
と

い
え

ま
す

。

現
場

の
業

務
に

密
着

し
て

い
る

た
め

、
法

律
知

識
だ

け
に

と
ど

ま
ら

ず
、

よ
り

実
務

的
な

専

門
領

域
に

踏
み

込
ん

だ
業

務
を

行
う

こ
と

が
で

き
ま

す
。

ま
た

、
企

業
の

法
務

部
門

の
業

務
は

、
①

法
的

問
題

の
把

握
、

②
解

決
方

針
の

策
定

、
③

案

件
処

理
、

④
案

件
の

終
結

、
⑤

日
常

業
務

へ
の

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
、

と
い

う
流

れ
を

辿
り

ま

す
。

こ
の

う
ち

、
一

般
的

に
顧

問
弁

護
士

に
依

頼
す

る
の

は
「

③
案

件
処

理
」

で
す

が
、

企

業
内

弁
護

士
は

、
そ

の
前

後
の

「
案

件
の

入
口

（
①

②
）」

と
「

案
件

の
出

口
（

④
⑤

）」
の

管

理
に

つ
い

て
も

能
力

を
発

揮
す

る
こ

と
が

期
待

で
き

ま
す

。

顧
問

弁
護

士
と

の
違

い
は

何
で

す
か

？

5

弁
護

士
資

格
を

持
た

な
い

法
務

部
員

と
の

違
い

は
何

で
す

か
？

弁
護

士
資

格
を

持
た

な
い

法
務

部
員

の
中

に
も

優
秀

な
方

は
沢

山
い

ま
す

が
、

企
業

内
弁

護

士
は

特
に

、
①

司
法

試
験

、
司

法
研

修
所

、
法

律
実

務
を

通
じ

て
法

律
全

体
の

体
系

的
な

理

解
と

紛
争

解
決

実
務

の
感

覚
が

身
に

付
い

て
い

る
こ

と（
専

門
性

）、
②

司
法

研
修

所
や

弁
護

士
会

な
ど

を
通

じ
て

弁
護

士
や

法
律

事
務

所
に

対
し

て
広

い
人

脈
や

最
新

の
情

報
を

有
し

て

い
る

こ
と（

人
脈

）、
③

訴
訟

代
理

権
や

各
種

調
査

権
な

ど
の

法
的

権
限

に
加

え
て

、
守

秘
義

務
遵

守
な

ど
適

正
な

業
務

遂
行

が
法

律
及

び
弁

護
士

会
に

よ
る

自
治

的
規

律
の

も
と

担
保

さ

れ
て

い
る

こ
と（

資
格

）、
な

ど
の

特
徴

を
持

っ
て

い
ま

す
。

法
務
部

知
的
財
産
部

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

総
務
部

管
理
職

取
締
役

一
般

に
、

最
も

多
い

の
は

法
務

部
（

課
）

で
す

が
、

そ
の

ほ
か

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

部
（

課
）

、

知
的

財
産

部
（

課
）

、
総

務
部

（
課

）
な

ど
、

企
業

に
よ

っ
て

様
々

で
す

。
肩

書
き

が
特

に
な

い
者

か
ら

、
専

門
職

、
係

長
・

課
長

等
管

理
職

レ
ベ

ル
、

さ
ら

に
は

取
締

役
等

経
営

レ
ベ

ル

ま
で

様
々

な
地

位
で

活
躍

し
て

い
ま

す
。

企
業

内
弁

護
士

は
ど

の
よ

う
な

部
署

に
所

属
さ

せ
れ

ば
よ

い
の

で
す

か
？

肩
書

き
は

ど
う

し
た

ら
よ

い
の

で
す

か
？

業
務

内
容

は
、

所
属

す
る

企
業

や
部

署
に

よ
っ

て
大

き
く

異
な

り
ま

す
。

取
引

先
や

行
政

当
局

と
の

交
渉

、
契

約
書

審
査

、
社

内
規

程
の

策
定

は
も

ち
ろ

ん
、

Ｍ
＆

Ａ

計
画

の
立

案
・

実
行

を
専

門
と

す
る

者
も

い
れ

ば
、

知
的

財
産

戦
略

の
立

案
を

専
門

と
す

る

者
、

法
務

部
門

の
統

括
を

す
る

者
、

訴
訟

管
理

を
行

う
者

、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
体

制
の

策

定
・

実
施

・
監

視
を

統
括

す
る

者
な

ど
様

々
で

す
。

商
社

で
あ

れ
ば

産
油

国
の

エ
ネ

ル
ギ

ー

政
策

、
テ

レ
ビ

局
で

あ
れ

ば
番

組
制

作
な

ど
、

法
律

知
識

だ
け

で
な

く
現

場
の

専
門

領
域

に

踏
み

込
ん

だ
業

務
を

す
る

こ
と

も
少

な
く

あ
り

ま
せ

ん
。

企
業

内
弁

護
士

に
は

ど
の

よ
う

な
業

務
を

担
当

さ
せ

れ
ば

よ
い

の
で

す
か

？

所
属

す
る

企
業

や
部

署
に

も
よ

り
ま

す
が

、
比

較
的

多
く

の
企

業
で

、
社

内
弁

護
士

が
訴

訟

代
理

人
を

担
当

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、
ケ

ー
ス

・
バ

イ
・

ケ
ー

ス
で

、
社

内
弁

護
士

の
み

で

担
当

す
る

場
合

と
社

内
弁

護
士

と
社

外
弁

護
士

で
共

同
し

て
担

当
す

る
場

合
、

社
外

弁
護

士

に
依

頼
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

訴
訟

代
理

人
は

企
業

内
弁

護
士

に
担

当
さ

せ
る

こ
と

に
な

る
の

で
す

か
？

弁 護 士 会 会 務

公 益 活 動

企
業

内
弁

護
士

も
弁

護
士

会
会

務
や

国
選

弁
護

等
の

公
益

活
動

を
行

っ
て

い
る

の
で

す
か

？

弁
護

士
会

に
よ

っ
て

は
、

会
員

弁
護

士
に

国
選

弁
護

受
任

や
会

務
活

動
等

、
一

定
の

公
益

活

動
を

義
務

づ
け

て
い

ま
す

。
公

益
活

動
と

執
務

の
両

立
に

つ
い

て
は

、
各

企
業

で
様

々
な

工

夫
と

努
力

を
し

て
い

ま
す

。
近

年
は

、
訴

訟
実

務
能

力
の

向
上

や
社

会
貢

献
の

観
点

か
ら

、

一
定

の
制

限
（

著
名

事
件

や
重

大
事

件
は

引
き

受
け

な
い

な
ど

）
を

設
け

た
上

で
、

公
益

活

動
を

積
極

的
に

推
奨

す
る

企
業

も
存

在
し

ま
す

。
一

方
、

国
選

弁
護

等
の

報
酬

を
伴

う
弁

護

士
業

務
に

つ
い

て
は

、
就

業
規

則
に

従
う

こ
と

に
な

り
ま

す
。

完
全
年
俸
制

弁
護
士
資
格
手
当昇 進 が 早 い

完
全
出
来
高
払
い
制

e
tc

e
tc

e
tc

企
業

内
弁

護
士

の
処

遇
は

ど
の

よ
う

に
す

れ
ば

よ
い

の
で

す
か

？

主
な

処
遇

形
態

と
し

て
は

、
①

完
全

年
俸

制
、

②
従

業
員

の
給

与
体

系
に

よ
る

が
弁

護
士

資

格
手

当
が

付
く

、
③

従
業

員
の

給
与

体
系

に
よ

る
が

通
常

よ
り

も
昇

進
が

早
い

、
④

他
の

法

務
部

員
と

何
ら

変
わ

り
な

い
、

⑤
完

全
出

来
高

払
い

制
、

⑥
一

定
年

齢
ま

で
は

①
で

途
中

で

③
に

シ
フ

ト
、

な
ど

の
様

々
な

処
遇

形
態

が
あ

り
ま

す
。

有
給

休
暇

、
長

期
休

暇
、

福
利

厚

生
な

ど
に

つ
い

て
は

通
常

他
の

社
員

と
同

様
に

適
用

さ
れ

て
い

ま
す

。

ど
の

よ
う

な
弁

護
士

を
採

用
す

れ
ば

よ
い

の
で

す
か

？
 

事
案

へ
の

迅
速

な
対

応
や

決
定

し
た

方
針

の
執

行
の

た
め

に
は

、
関

係
各

部
署

と
の

連
携

が

不
可

欠
で

す
。

弁
護

士
と

し
て

の
基

礎
的

な
力

は
当

然
で

す
が

、
企

業
内

弁
護

士
と

し
て

は
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
は

重
要

な
資

質
で

す
。

ま
た

、
そ

の
企

業
や

業
務

自
体

に
興

味

を
持

っ
て

い
る

こ
と

も
大

切
な

要
素

で
す

。

ど
う
ぞ

ご
利
用
下
さ
い
。

企
業

内
弁

護
士

に
関

す
る

詳
し

い
情

報
は

ど
こ

で
入

手
で

き
ま

す
か

？

日
本

弁
護

士
連

合
会

業
務

第
１

課
（
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で
は

、
随

時
、

企
業

内
弁

護
士

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
東

京
の

三
弁

護
士

会
や

大
阪

弁
護

士
会

に
お

い
て

、
定

期
的

に
就

職
説

明
会

を
開

催

し
て

い
る

ほ
か

、
こ

れ
ら

の
弁

護
士

会
、

日
本

組
織

内
弁

護
士

協
会

、
法

律
専

門
人

材
紹

介

会
社

な
ど

の
各

団
体

が
運

営
す

る
サ

イ
ト

に
お

い
て

、
企

業
等

の
弁

護
士

募
集

情
報

を
掲

載

し
て

い
ま

す
。
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